
なら１００年会館喫茶コーナー運営業務委託団体募集要項 

 

１  はじめに 

なら１００年会館がある奈良の玄関口 JR 奈良駅西側は、ホテルなど大型施設建設で都

市としてのインフラストラクチャー整備がどんどん進んでいます。なら１００年会館の喫

茶コーナーをリノベーションすることとし、活気ある発展をめざしてください。 

 

２  目的 

この要項は、なら１００年会館喫茶コーナーの運営業務を委託するにあたり、その受託

団体の公募に関して必要な事項を定めるものとします。 

 

３  募集方法 

公募型プロポーザル方式によります。 

 

４  委託業務の内容 

なら１００年会館喫茶コーナー運営業務委託仕様書のとおり。 

 

５  応募資格 

食品衛生法に基づく飲食店営業の営業許可を受けていること又は委託開始までに営業

許可を受けられる団体とします。 

 

６  委託料 

委託業務にかかる委託料は無償とします。 

 

７  販売協力金 

受託者は会館と協議の上、売上の１０％を販売協力金として会館に支払うこととします。 

 

８  委託期間 

平成２０年５月１日から平成２５年３月３１日とします。 

 

９  光熱水料費 

電気、水道については、会館からの請求に基づき実費相当額を会館に支払うものとしま

す。ただし、ガスは受託者とガス事業者との直接契約とします。 

 

１０ 営業時間等 

（１）営業日 

なら１００年会館の開館日（参考：休館日は火曜日、１２月２８日～１月４日、等）

を喫茶コーナーの営業日とします。ただし、臨時営業や臨時休業をする場合には、事前

に会館の了承を得ることとします。 

 



（２）営業時間の最低条件 

９：００～１７：００又は夜間の催しの開演時まで。（個別の案件は会館と協議の上

決定します。） 

 

（３）営業品目 

会館利用者、近隣の人々、旅行者が気軽に楽しめる喫茶コーナーであり、会館利用者

の打ち上げパーティーなどもできる品目としてください。 

 

１１ 企画提案書の提出 

本業務の受託を希望する団体は「企画提案書」（別記第１号様式から第３号様式まで）

を平成２０年４月１８日（金）１７：００（必着）までに提出してください。 

 

１３ 委託団体の選定方法 

 

（１）委託団体の選定にあたっては、提出された企画提案書及び提案者によるプレゼンテー

ションを基にして、「喫茶コーナー運営業務委託団体選定委員会」において、審査し決

定します。 

（２）プレゼンテーションの日時・場所 

① 日 時 平成２０年４月２１日（月）１４：００～ 

② 場 所 なら１００年会館会議室 

（３）委託団体の選考結果は、平成２０年４月下旬に書面にて通知します。 

（４）委託団体の選定にあっての審査項目及び配点は次のとおりにします。 

①  委託業務を実施する体制（団体の受託業務への姿勢・経験、職員配置数、現

場責任者の経験・資格等）配点１０点 

②  委託業務に係るサービス・メニューの充実度 配点１０点 

③  本業務の実施による受託団体の会館運営への貢献度 配点１０点 

（５）次順位者の決定 

①  選定された委託団体の次に評価の高かった団体を次順位者として決定します。 

②  委託団体選定後、委託団体の事情により本業務を遂行できなくなった場合は、

委託団体に代わり本業務を実施することについて、次順位者と協議し、契約す

ることがあります。 

 

１４ 喫茶コーナー運営業務委託団体選定委員会 

喫茶コーナー運営業務委託団体選定委員会は、なら１００年会館館長が委嘱したもので

構成します。 

 

１５ 留意事項 

（１）企画提案書の提出方法は直接持ち込みまたは書留による郵送とします。 

（２）企画提案書提出後の追加・修正は不可とします。 

（３）書類の作成など、本業務の応募に係る費用は申込者の負担とします。 



（４）受理した提案書は返却しません。 

（５）受託する団体は、受託事業開始までに、業務を実施できるよう、会館や現受託団体等

から引継ぎを受けるなど、自らの負担において十分な準備をおこなうこととします。 

 

 

（問い合わせ・企画提案書の提出先） 

〒630-8121 奈良市三条宮前町７番１号 

なら１００年会館 担当：駒田・宮川 

電話 0742-34-0100 ファックス 0742-34-1000 

 



別記 

第１号様式 

 

平成  年  月  日 

 

なら１００年会館館長 あて 

 

団体住所 

団体名 

代表者氏名 

担当者氏名 

担当者連絡先 

 

 

なら１００年会館喫茶コーナー運営業務企画提案書 

 

 

なら１００年会館喫茶コーナーの運営業務について、その受託を希望し、下記のとおり企画提

案します。 

 

記 

 

１ 本業務を受託する目的・動機 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本業務と同種又は類似の業務の実績（実施時期、実施場所、実施形態など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 委託業務の実施体制等 

 

常時、本業務にあたる

予定人数 
 

予定営業時間  

予定店舗名称  

氏名  
本業務の現場責任者氏

名及びその者の実務経

験・資格 
実務経験・資格  

 

４ 本業務に向けての準備事項及びスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他特記事項（特にアピールしたいことがありましたら、ご記入ください。） 

 

 

 



第２号様式 

 

なら１００年会館喫茶コーナー運営業務 

受託希望団体概要書 

 

 

団体名（         ）   

 

団体の設立年月日 年  月  日 

団体が実施する事業の

内容 
 

 

（添付書類） 

次の書類を添付してください。 

（１）団体・グループの定款・会則・規約等（法人の場合は現在事項全部証明書も添付） 

（２）直近３ヵ年の決算書 

（３）役員名簿 

（４）団体の組織図 



第３号様式 

 

なら１００年会館喫茶コーナー運営業務に係る収支計画 

 

団体名（              ）   

 

 

（平成２０年５月１日から平成２１年３月３１日まで） 

１収入の部   

科目 金額（円） 積算内訳 

   

   

   

   

   

   

   

   

収入合計   

   

２支出の部   

科目 金額（円） 積算内訳 

   

   

   

   

   

   

   

   

支出合計   

 

※ 適宜、科目欄の追加等を行なうこと。 



なら１００年会館喫茶コーナー運営業務委託仕様書 

 

 

喫茶コーナーは利用者に対し衛生的な食品を提供し、なら１００年会館（以下「会館」という。）

の諸活動の助長に資するよう運営するものとし、別に指示するもののほか、次に定めるところに

より行なうものとする。 

 

 
１  メニュー及び価格を定めるにあたっては、会館と協議し、必要と認める指示に従うこと。

メニュー及び価格を変更する場合も同様とする。 
 
２  食品等の材料は、中等程度以上のものを使用すること。 
 
３  営業時間の最低条件は、９：００～１７：００又は夜間の催しの開演時までとし、営業時

間を変更する場合は会館と協議して決定する。 
 
４  休業日は会館の休館日とする。また、臨時営業、臨時休業する場合は会館の承認を得るこ

と。 
 
５  喫茶コーナーは、常に清潔に保ち、衛生管理に十分留意するとともに、特に次の事項を遵

守すること。 
（１）従業員の定期健康診断を実施すること。 
（２）清掃は、１日１回以上実施すること。 
（３）水回りの清掃は定期的におこない、排水に支障がないよう取り扱うこと。 
（４）防虫、防鼠に対する措置を講ずること。 
（５）従業員には常に清潔な服を着用させ、手洗いを励行させること。 
（６）従業員名簿を遅延なく届け出ること。 
 
６  厨房の火気は、原則として備え付けのものを使用することとし、備え付け以外の機器を使

用する場合は、あらかじめ会館の承認を得ること。 
 
７  提供する食品等から発生するにおいについては、会館利用者の迷惑とならないよう、メニ

ューの選択、調理方法、換気方法等について配慮すること。 
 
８  備品等の貸与 
（１）備品等は会館が無償で貸与する。 
（２）備品・設備等の修繕は、受託者の責任と負担でおこなうこと。 
 
９  施設使用料 
電気、水道について実費相当額を支払うこと。 

 
１０ 食品等の残り及び調理屑等は、責任をもって処理すること。 
 
１１ 食品衛生法その他の法令を遵守すること。 
 
１２ 食品関係監督行政庁の指導、または会館の指示事項について、誠実に履行すること。 
 
 

 




